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第１章 計画策定にあたって 

 

自殺の予防と防止、自殺者の家族支援の充実のために「自殺対策基本法」が 2006 年 10 月に施行

されて以降、国を挙げて自殺対策が総合的に推進され、「個人の問題」と認識されがちであった自

殺は「社会の問題」と広く認識されるようになりました。 

2016 年４月の自殺対策基本法改正により、すべての都道府県・市町村に自殺対策計画の策定が義

務づけられ、安城市（以下、「本市」という。）においても、自殺対策を総合的、かつ効果的に推進

するため、2019年３月に「いのち支える安城計画」を策定し、自殺対策に取り組んできました。 

近年では、新型コロナウイルス感染症拡大の影響や、物価高による経済的な不安等、自殺の要因

になり得る問題が悪化しています。 

第１次計画の最終年度を迎え、近年の自殺に関する状況の変化を踏まえ、2022 年度に見直された

国の「自殺総合対策大綱」の理念に沿い、「第２次いのち支える安城計画」を策定しました。 

 

 

本計画は、自殺対策基本法第 13条第２項の規定により、本市における実情を勘案して定める自殺

対策についての計画です。また、安城市総合計画を踏まえ、安城市地域福祉計画や健康日本 21安城

計画など関係諸計画との整合、連携を図りながら策定するものです。 
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「自殺総合対策大綱」がおおむね５年を目途に見直すとされていることを踏まえ、本計画の期間

は、2024年度から 2028年度までの５年間とします。 

 

2023年度 2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 2028年度 

      

 

 

ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）は、2015 年の国連サミットで採択された「持続可能な開発のた

めの 2030 アジェンダ」に記載された国際目標です。17 の目標と 169 のターゲットから構成され、

「誰一人取り残さない」社会の実現を目指しています。 

本計画においても、この趣旨を踏まえて取り組んでいきます。 

  

計画期間 
計
画
策
定 

評 

価 
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第２章 自殺の現状 

 

 

全国の自殺者数は、1997 年から 1998 年にかけて急増し、初めて 30,000 人を超えました。以後、

増減を繰り返しながら 2003 年の 34,427 人をピークに、2019 年までは減少傾向にありました。しか

し、2020 年からは新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、特に女性の自殺者数が増加し、

男女合わせた総数でも増加傾向にあります。 

 

＜全国の自殺者数の推移＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：警察庁「自殺統計」  
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愛知県の自殺者数は、全国と同様に 1997 年から 1998 年にかけて急増し、以降、2013 年までは

1,500 人～1,600 人前後で推移していました。2013 年以降は減少傾向にありましたが、全国の動向

と同じく 2020年から３年連続で増加しています。 

 

＜愛知県の自殺者数の推移＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：警察庁「自殺統計」 

 

 

本計画では、警察庁の「自殺統計」と、それを基に厚生労働省が作成した「地域における自殺の

基礎資料」の２つの統計データを用いています。また、下表のように両統計の計上時点が異なるた

め、自殺者数及び自殺死亡率に差異があります。 

 

【各統計の違いについて】 

区分 
警察庁 

「自殺統計」 

厚生労働省 

「地域における自殺の基礎資料」 

対象 総人口（外国人を含む） 総人口（外国人を含む） 

計上時点 自殺死体の発見日・発見地ごと 自殺死亡者の自殺日・居住地ごと 

計上方法 
死体発見時に処理をした警察官が作成した自殺統

計原票を元に作成して計上している 

左記の警察庁統計を厚生労働省で再集計したも

の 
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本市に居住していた人の自殺者の状況をみると、自殺者数は 2014 年以降、年間 30 人前後で推移

しています。また、2018 年から 2022 年までの５年間の男女別自殺者の割合をみると、女性が

28.5％となっているのに対し、男性は 71.5％と、男性の自殺者の占める割合が高いですが、近年は

女性の自殺者も増加傾向にあります。（2020年：41.4％、2022年：34.6％）。 

 

＜本市の自殺者数の推移＞  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」を基に本市で算出 

 

＜男女別自殺者の割合（2018～2022 年累計）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

資料：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」を基に本市で算出 
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2018 年から 2022 年までの５年間でみると、40 歳代が最も多く、次いで 20 歳代、30 歳代となっ

ています。男性では 40歳代、20歳代の割合が高くなっています。女性では 40歳代、30歳代の割合

が高くなっています。 

 

＜性・年代別の自殺者の割合（2018～2022 年累計）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」を基に本市で算出 

 

 

本市の自殺死亡率（人口 10 万人当たりの自殺者数）は、2015 年以降増減を繰り返しています。

2021 年は 18.41 と、全国と愛知県を上回っていますが、ほとんどの年で全国と愛知県の値を下回っ

ています。 

 

＜自殺死亡率（人口 10 万人当たりの自殺者数）の推移（全国と県と比較）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」 
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性・年代別の自殺死亡率を全国や愛知県と比較すると、男性では 20 歳未満、20 歳代、40 歳代、

80 歳以上で、女性では 20 歳未満、20 歳代、30 歳代、60 歳代で全国や愛知県よりも上回っていま

す。 

 

＜性・年代別自殺死亡率（人口１０万人当たりの自殺者数）（2017～2021 年平均）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：一般社団法人いのち支える自殺対策推進センター「地域自殺実態プロファイル（2022）※」 

※「地域実態プロファイル」については P10 参照 

 

 

同居人の有無別自殺者の割合では、約４人に３人が同居人「あり」となっています。 

 

＜同居人の有無別自殺者の割合（2018～2022 年累計）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

資料：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」を基に本市で算出 
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2018 年から 2022 年までの５年間でみると、男性では「有職者」、女性では「有職者」「主婦」の

割合が高くなっています。 

 

＜職業別の自殺者の状況（2018～2022 年累計）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」を基に本市で算出 

 

 

2018年から2022年までの５年間でみると、「健康問題」が最も多く、次いで「家庭問題」「経済・

生活問題」「勤務問題」が多くなっています。男性では「健康問題」に次いで「経済・生活問題」

「家庭問題」が多くなっています。女性では「健康問題」「家庭問題」が多くなっています。 

 

＜原因・動機別の自殺者の状況（2018～2022 年累計）＞ 

※自殺の原因・動機に係る集計については、自殺者１人につき最大３つまで重複計上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」を基に本市で算出 
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自殺の原因・動機は、健康問題や経済的な問題、勤務問題など複数の要因が複雑に関係している

ため、関係機関と連携し、継続的にきめ細かな対策を推進する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：自殺実態白書 2013（ＮＰＯ法人ライフリンク発行） 

 

図中の○印の大きさは要因の発生頻度を表しています。○印が大きいほど、自殺者がその要因を

抱えていた頻度が高いということです。また、矢印の太さは、要因と要因の連鎖の因果関係の強さ

を表しています。矢印が太いほど因果関係が強いことになります。 

自殺の直接的な要因では「うつ状態」が最も大きくなっていますが、「うつ状態」になるまでに

は複数の要因が存在し、連鎖しています。自殺で亡くなった人は、平均４つの要因を抱えていたこ

とがわかっています。 
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一般社団法人いのち支える自殺対策推進センターによる、地域の実態の分析及び地域特性（地域

の課題）の把握のための地域自殺実態プロファイルでは、以下のような本市の地域特性が示されて

います。 

また、この属性情報から、本市において「推奨される重点パッケージ」として、「勤務・経営」、

「高齢者」、「生活困窮者」、「子ども・若者」があげられています。 

 

■本市の自殺の傾向 

＜本市の主な自殺の特徴（2017～2021 年合計）＞ 

上位５区分 割合 背景にある主な自殺の危機経路 * 

１位 男性 40～59歳 有職同居 14.2% 
配置転換→過労→職場の人間関係の悩み＋仕事の失敗 

→うつ状態→自殺 

２位 男性 60歳以上 無職同居 10.1% 失業（退職）→生活苦＋介護の悩み（疲れ）＋身体疾患→自殺 

３位 男性 20～39歳 有職同居 8.1% 
職場の人間関係／仕事の悩み（ブラック企業） 

→パワハラ＋過労→うつ状態→自殺 

４位 男性 40～59歳 有職独居 7.4% 
配置転換（昇進/降格含む）→過労＋仕事の失敗 

→うつ状態＋アルコール依存→自殺 

５位 女性 60歳以上 無職同居 6.8% 身体疾患→病苦→うつ状態→自殺 

* 「背景にある主な自殺の危機経路」は、ライフリンク「自殺実態白書 2013」を参考に推定したものです。 

自殺者の特性別に見て代表的と考えられる経路の一例を示しており、記載の経路が唯一のものではありません。 

 

資料：一般社団法人いのち支える自殺対策推進センター「地域自殺実態プロファイル（2022）」 

 

  

地域自殺実態プロファイルとは… 

地方公共団体の地域自殺対策計画の策定を支援することを目的に、一般社団法人いのち支える

自殺対策推進センターにおいて、すべての都道府県及び市町村それぞれの自殺の実態を分析した

ものです。 

各地方公共団体では、提供される地域自殺実態プロファイルを参考に地域自殺対策計画を策定

し、総合的な自殺対策を推進することとしています。 
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健康日本 21安城計画及びいのち支える安城計画の評価及び今後の計画見直しの基礎資料として、

市民の生活習慣、健康に対する意識やメンタルヘルス等の現状を把握するために健康に関する基礎

調査（実施期間：2023年７月～８月）及びｅモニターによる調査（実施期間：2023年６月）を実施

しました。その中から、ストレスなどこころの健康に関する項目について、同調査結果から抜粋し

ました。 

※健康に関する基礎調査における「成人」は 18 歳以上、「未成年」は 15～17 歳（年齢は 2023 年４月１日現在） 

ｅモニターによる調査対象年齢は 18 歳以上 

 

① ７割以上の人が何らかのストレスを感じている状態にあります。 

ストレスを感じることがありますか 

 

 

 

 

 

 

 

② 逃げ出したい大きなストレスがある人は２～４割となっています。 

ストレスが大きくて逃げ出したいと思うことがありますか 

 

 

 

 

 

③ 逃げ出したい大きなストレスがある人のうち、誰かに相談したかどうかについては、 

   相談していない人の割合は４割以上となっています。 

逃げ出したいストレスがある人のなかで、そのことを誰かに相談しましたか 

 

 

 

 

成人 n=389

未成年 n=33

eモニター n=290

55.8

45.5

54.1

43.7

54.5

45.9

0.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

相談した 相談していない 回答なし

成人 n=1,443

未成年 n=103

eモニター n=688

27.0

32.0

42.2

67.4

66.0

57.8

5.6

1.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

はい いいえ 回答なし

成人 n=1,443

未成年 n=103

22.6

18.4

51.3

57.3

23.6

21.4

1.9

2.9

0.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

おおいに感じる 多少感じる あまり感じない まったく感じない 回答なし

eモニター n=688 85.3 14.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

はい いいえ
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④ 悩みを相談する相手をみると、小学３年生・小学６年生では「母」、中学３年生では 

  「友達」が最も多くなっています。「いない」は小学６年生・中学３年生で１割弱と 

  なっています。 

最初に悩みを相談するのは誰ですか 

 

 

 

 

 

 

⑤ 身近にこころのケアが必要な人がいたときの対応については、「声をかける」、「相談にのる」 

  が多くなっています。「対応方法がわからない」は約１割となっています。 

身近にこころのケアが必要な人がいたときの対応方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ Ｋ６（うつ病・不安障害などの精神疾患をスクリーニングすることを目的として開発された、 

   心理的ストレスを含む何らかの精神的な問題の程度を表す指標）を用いたハイリスク該当者 

  （要注意）は、16.4％となっています。 

過去 1 か月のこころの健康状態からみるＫ６ハイリスク該当者割合 

 

  

回答なし 

問題なし：５点未満 

要観察 ：５～10 点未満 
要注意 ：10 点以上 

 

成人

n=1,443

声
を
か
け
る

相
談
に
の
る

相
談
窓
口
の
利
用

を
す
す
め
る

医
療
機
関
の
受
診

を
す
す
め
る

そ
の
他

対
応
方
法
が
わ
か

ら
な
い

回
答
な
し

46.9 47.0 

20.4 
26.3 

2.6 

13.4 

2.8 

0

10

20

30

40

50

60

70

（％）
eモニター

n=688

声
を
か
け
る

相
談
に
の
る

相
談
窓
口
の
利
用

を
す
す
め
る

医
療
機
関
の
受
診

を
す
す
め
る

そ
の
他

対
応
方
法
が
わ
か

ら
な
い

59.2 
54.5 

21.2 
26.7 

1.6 

9.7 

0

10

20

30

40

50

60

70

（％）

成人 n=1,443 58.6 25.0 16.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

問題なし 要観察 要注意
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健康やメンタルヘルスに関する現状や課題を把握するために、市内の（１）事業所（２）高齢者

の健康づくり支援団体（３）子ども若者支援団体（４）児童クラブを利用する児童及び支援員（５）

母子保健にかかわる産科医療機関・助産院に対し、ヒアリング調査（実施期間：2023 年８月～９月）

を実施しました。 

その中から、メンタルヘルスなどこころの健康に関する項目についてとりまとめました。 

 

 

 

若手社員での精神疾患発症が増加してきており、業務負荷だけでなく、複合的な要因での精神疾

患を発症していることが多い。 

ストレスチェックを実施することで従業員のメンタルヘルスの状況を把握している。 

朝礼において、健康管理の一環として睡眠状況を把握している。 

外部機関の協力のもと、メンタルヘルスサポート窓口やカウンセラーを設置し、カウンセラーは

定期的な巡回をし、相談しやすい環境づくりを行っている。 

復職支援プログラムを導入し、休職者は主治医と産業医の許可が出てから復職し、メンタル不調

の再発軽減に努めている。 

健康教育を実施し、従業員が自身の健康を意識する取り組みを行っている。 

フレックスタイムの導入など、働き方改革を実施することで、プライベートの時間が充実し、さ

らには離職率減少にもつながっている。 

健康な若手従業員へのアプローチが必要。 

 

 

 

 

  

事業所では、「健康づくり」に関する取り組みに加え、自殺の大きな要因となるメンタルヘルス

への取り組みが行われている。 

勤務・経営者対策を進めていくためには、各事業所の従業員への取り組みが重要である。 

また、メンタルヘルスに関する情報を市から事業所へ発信するなど、市と事業所との連携が

必要である。 
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来所者は皆楽しんでいる様子が見られるため、参加者の長生きに貢献していると感じている。開

催している自分たちの生きがいづくりにもなっている。 

サロンに参加されれば、「しばらく来てないけど、何かあったかな？」と気にかけることはでき

るが、全く参加しない人のことは把握が難しい。また、全く出て来ない人を誘い出すこともとても

難しい。 

大きな道路を横断しないと開催場所に行けない、開催場所にエレベーターがないなどの理由でも

参加できない人がいる。 

民生委員の見守り活動もあり、独居の人が住んでいると知っていることもある。そのような人の

ことは、サロンには来ていない人でも気にしながら生活している。 

体と心、両方がある程度元気でないと外出や、サロンへの参加は難しい。完全に閉じこもってし

まう前の段階で、何かできたらいいと思っている。 

 

 

 

 

  サロン…町内福祉委員会など住民主体による、仲間づくりや生きがいづくりのための集いを開催す

る活動のこと。 

 

コロナ禍では相談件数が減った。これは、学校に行かないことによりストレスが減ったからだと

考えている。成果主義や、失敗が許されないような世の中、大人が作った仕組みや社会の風潮が、

子どもにとってもストレスの多い社会構造なのだと感じている。 

ただ話を聞いてもらいたいという相談が８割と圧倒的に多い。会話をすることで、自分の思考の

整理ができて、自分の中で「何に困っているのか」「何が嫌なのか」「どうしていきたいのか」とい

うことに気づくことができる。 

チャイルドラインが実施した調査では、子どもは「否定せずに話を聞いてもらいたいと思ってい

る」「安心して相談できる場がほしいと思っている」ことがわかった。 

 

 

 

 

 

  

サロンがあることで、参加者や運営側にとっても仲間づくりや生きがいづくりに役立ってい

る。しかしながら、完全に閉じこもってしまい活動の場に参加できてない人の参加勧奨は難し

い。地域の中で情報交換を深めてもらいながら、多くの人の目で見守ることも必要である。 

子どもが気兼ねなく話せる場所の 1つとして、チャイルドラインがあることをさらに周知して

いくとともに、子どもに接する機会のある大人や親、家族に対して「子どもたちは大人に自分の

話を否定せずにただ聞いてもらいたいときがある」といった、子どもたちのメッセージも伝えて

いく必要がある。 
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児 童：相談先がわからないという児童はいなかった。 

困っていそうな子への、子ども同士での声掛けは浸透している。 

少数だが、心配をかけたくないから相談しようと思えないという意見もあった。 

支援員：低学年の児童ほど、自分自身の悩みやストレスに気づきにくく、困っていることがうま

く言葉で伝えられず、身体的な訴えとして現れることもあるため、変化を見逃さないよ

う配慮している。 

2023年度から「児童クラブ巡回アドバイザー」を配置し、専門的な視点で見守っている。児童

の変化に気づいたときは、市や学校、教育委員会と連携し、情報共有に努めている。 

児 童：友達の変化に気づいたり、ＳＯＳを受け取ったとき、子ども同士で抱え込まず、信頼で

きる大人に相談できる。 

支援員：引き続き、個々に合った支援の継続と、関係機関との連携。 

（親にとっても子どもにとっても、気兼ねない関係で相談しやすい場と感じている） 

 

 

 

 

 

思春期～更年期： 

抑うつ症状などの精神的な症状もみられることのあるＰＭＳ（月経前症候群）への知

識・治療が一般的になっていない。早期のＰＭＳ治療は、不妊の原因となる疾患の予

防や更年期の症状改善にもつながるため、全ライフステージでその人らしく充実した

生活を送ることができるようになる。 

性成熟期：若年妊娠や、望まない妊娠、不妊に悩む人など、妊娠へ悩みを抱える人は変わらずい

る。すべての妊娠可能年齢の女性やそのパートナーに、プレコンセプションケア（妊

娠前の健康管理）を知ってもらうことが、女性本人のみならずパートナーの生活の質

の向上にも大きくつながっていく。 

妊娠期・子育て期： 

育児中の孤立感や支援者不足の問題は深刻である。男性の育児休暇取得も推進されて

いるが、うまく使いこなせていない現状がある。男女ともに育児休暇取得中の過ごし

方への相談や指導にも対応していくことが必要。産後ケアなど産後のサポート体制も

拡充してきているが、今後も使いやすく効果的な方法を検討していく必要がある。 

 

  

困難を抱える児童の生活背景は様々で、その変化に一早く気づき、緊急性や、他機関との連携

支援の必要性の有無等、タイムリーな判断と支援が求められている。また、児童生徒の SOS の

出し方や受け取り方等の、いのちの教育も継続して実施していく必要がある。 

女性の社会進出により、就業・キャリアの形成と妊娠・出産などのライフイベントの選択や両立

などにより、悩みを抱えやすい状況となっている。幅広い機関と連携し、サポートしながらより充

実した生活が送れるような支援が望まれる。 
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数値目標については、第１次計画の最終年である 2023 年に 14.5 以下とする目標でした。2022 年

は 13.7と目標値である 14.5を下回りました。 
 

 

基準値 目標値 現状値 

2017年 2023年 2022年 

自殺死亡率＊ 16.1 14.5以下 13.7 

＊自殺死亡率：人口 10万人当たりの自殺者数 

資料：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」 

 

 

指標の達成状況は以下の通りです。 

Ｋ６ハイリスク者の割合は目標値や 2017年度の値より悪化した結果となりました。５年前と比べ、

新型コロナウイルス感染症拡大や物価高等の社会状況の変化による影響が考えられます。 

「自分にはよいところがある」と思う児童生徒の割合では、小学生で目標値を下回りました。各

学校では「いのちの教育」が行われており、今後も児童が自己受容できるよう教育を進めていくこ

とが必要です。 

 

指標 2017年度 
2023年度 

目標値 現状値 

K６*ハイリスク該当者の割合 15.9 14.4 16.4 

ゲートキーパー*養成研修の受講者数 43人 830人 
2,627人 

（2022年度） 

高齢者の孤立防止のための地域参加の

促進 

（月 1回以上開催されているサロン実

施箇所数） 

127箇所 150箇所 
207箇所 

（2022年度） 

「自分にはよいところがある」と思う児

童生徒の割合 

（愛知県を 100とした場合の指数） 

小学生 97 

中学生 92 
（2018年度） 

小学生 100 

中学生 96 

小学生 97 

中学生 101 

   ＊Ｋ６…Ｐ12参照 

＊ゲートキーパー…Ｐ18参照 
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地域自殺実態プロファイルから本市の自殺の傾向をみると、上位５区分のうち３区分が有職者と

なっています。2018 年から 2022 年までの５年間でみると、男女ともに 40 歳代が最も多くなってい

ます。特に 40 歳代の男性は 2021 年までの直近５年間での自殺死亡率が全国の数値よりも高くなっ

ています。また、2020 年の国勢調査によると、本市の女性の労働力率は全国や愛知県と比較して高

い状況にあります。 

30～50 歳代は仕事・家庭・健康といった様々な課題が重なる時期でもあります。そのため、今後

もワークライフバランスの推進や労働者のメンタルヘルス対策を進めていくことが必要です。 

 

 

本市における男性の 80 歳以上、女性の 60 歳代の自殺死亡率は全国の数値よりも高くなっていま

す。また、本市の自殺者のうち、2018 年から 2022 年までの５年間でみると、男性では 29.1％、女

性では 26.8％が 60歳以上となっています。 

高齢者は地域で孤立しやすく、対人交流の減少等に伴い精神的ストレスを抱える可能性があるた

め、高齢者への対策として、見守り等で「孤立を防ぐ」ための施策を行ってきました。老年人口が

増加しており、今後も高齢者への対策として、地域のネットワークや関係機関との連携をさらに充

実していくことが必要です。 

 

 

本市における有職者、無職者別の自殺者数の割合では、男性はおよそ４割、女性ではおよそ６割

が無職者となっています。 

経済的に困窮した生活困窮者からの相談件数は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で大幅に

増加しました。また、景気の変動によっては、今後も生活困窮者が増えるおそれがあります。生活

困窮者は経済面だけでなく、社会や家族からの孤立や心身の不調など複合的な問題を抱えており、

相談者が抱える問題は複合化・複雑化しています。そのため、関係機関と連携をとりながら、相

談・支援を強化することが必要です。 

 

 

本市における子ども・若者の自殺死亡率は、20 歳代以下の男性で全国の数値よりも高くなってい

ます。また、自殺者数をみると 20歳代以下は全体の２割となっています。 

若年層は入学、就職、引っ越し、結婚、出産、育児といったライフイベントが多い時期であり、

不安や悩みを抱きやすい時期でもあるといえます。 

本市では、小中学校を中心に、「いのちの教育」を行ってきました。子どもたちがＳＯＳの出し

方や周りのＳＯＳに気づき、大人につなげる方法を学ぶことは、学校卒業後も、危機的状況が起き

たときその場に応じて援助希求行動がとれるようになると考えています。そのため、子どもへの

「いのちの教育」を継続して進めていくことが必要です。  
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主要先進７か国（Ｇ７）の自殺死亡率を比較すると、日本は女性の自殺死亡率が最も高く、自殺

死亡率の高さが目立っています。女性の自殺者数は 2020年以降増加傾向にあり、新型コロナウイル

ス感染症拡大の影響等により女性特有の課題が顕在化し、女性の自殺リスクが高まっていると考え

られます。 

厚生労働省の患者調査（2020 年）によると、全国の気分[感情]障害（躁うつ病を含む）患者数は

男性 66.7万人、女性 105.4 万人となっており、女性に多いことがわかっています。 

市では、女性の各ライフステージにおいて、相談支援や教育・指導を行ってきました。今後もよ

り一層女性への支援の強化が必要となってきます。 

 

 

  

ゲートキーパーとは… 

ゲートキーパーとは、悩んでいる人に気づき、声をかけてあげられる人

のことであり、誰でもゲートキーパーになることができます。周りで悩んで

いる人がいたら「変化に気づく」「じっくりと耳を傾ける」「支援先につなげ

る」「温かく見守る」という 4 つの役割が期待されていますが、そのうちど

れか 1つができるだけでも、悩んでいる方にとっては大きな支えになりま

す。 

自殺対策では、悩んでいる人に寄り添い、関わりを通して「孤立・孤独」を防ぎ、支援することが重要

です。１人でも多くの方に、ゲートキーパーとしての意識を持っていただき、専門性の有無にかかわら

ず、それぞれの立場でできることから進んで行動を起こしていくことが自殺対策につながります。 
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第３章 基本的な考え方 

 

自殺は、様々な悩みが原因で心理的に追い詰められ、自殺以外の選択肢が考えられない状態に追

い込まれて引き起こされます。心理的に追い詰められる要因として、社会とのつながりの減少や生

きていても役に立たないという役割喪失感、与えられた役割の大きさに対する過剰な負担感といっ

たものがあり、これらが原因で危機的な状態にまで追い込まれてしまう過程と捉える必要がありま

す。 

個人の自由な意思や選択の結果ではなく、「自殺は、その多くが追い込まれた末の死」というこ

とができ、このことを社会全体で認識するようあらためて徹底していく必要があります。 

 

日本の人口 10万人当たりの自殺死亡率は主要先進７か国（Ｇ７）の中で最も高く、年間自殺者数

も依然として２万人を超えています。かけがえのない多くの命が日々、自殺に追い込まれている状

況です。 

 

 

 

 

「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現」 

 

 

 

 

  
「支えあおう こころといのち」をスローガンに自殺対策を進めています 

 

自殺対策基本法に基づき、毎年９月 10日から 16日を「自殺予防週間」、毎年３

月を「自殺対策強化月間」と定めて、国、地方公共団体、関係団体等が連携して、

「いのち支える自殺対策」という理念を前面に打ち出した啓発活動を推進していま

す。 

本市でも、これらの啓発期間をはじめ、年間を通して様々な広報・啓発活動に取

り組んでいきます。 
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国の自殺総合対策大綱を踏まえて、本市では以下の６つを、自殺対策における「基本方針」とします。 

「生きることの促進要因」より「生きることの阻害要因」が上回ったときに、自殺のリスクが高

まるとされています。そのため、「生きることの促進要因」を増やし、「生きることの阻害要因」を

減らすという、双方の取り組みを通じて自殺リスクを低下させるよう、生きることの包括的な支援

を推進します。 

自殺対策は精神保健的な視点だけでなく、社会・経済的な視点を含む包括的な取り組みが重要で

す。そのため、関連する様々な施策を連携させて、総合的な対策として展開していきます。 

また、各々が自殺対策の一翼を担っている意識を共有し、連携体制をとって取り組みます。 

自殺対策は、「対人支援」「地域連携」「社会制度」の３つのレベルに分けられ、それぞれを強力

に、かつそれらを総合的に推進することが重要です。 

また、対応の段階としては自殺や精神疾患等についての正しい知識の普及啓発を行う「事前対

応」、現に起こりつつある自殺発生の危険に介入し、自殺を発生させない「危機対応」、不幸にも自

殺が生じた場合に周囲に与える影響を最小限とし、新たな自殺を発生させないための「事後対応」

があります。こうした時系列的な対応の段階と対策のレベルにおける取り組みを総合的に推進して

いきます。 

資料：三階層自殺対策連動モデル（いのち支える自殺対策推進センター）  
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自殺対策においては、各種相談事業やゲートキーパー養成をはじめとする人材育成などの実践的

な取り組みを推進しながら、自殺問題の啓発や相談先を周知するための取り組みも合わせて実施し

ていきます。 

自殺に追い込まれるという危機は「誰にでも起こり得る危機」であり、危機に陥った場合には誰

かに援助を求めることが適当であるということが、社会全体の共通認識となるように、またそのよ

うな危機に陥ったときの相談先について普及啓発を行っていきます。 

それぞれの主体が果たすべき役割を明確にし、取り組みを推進していきます。また、情報を共有

し、相互に連携・協働し、一体となって自殺対策を推進していきます。 

（各主体の役割は、P44に掲載） 

自殺対策基本法第９条に「自殺者及び自殺未遂者並びにそれらの者の親族等の名誉及び生活の平

穏に十分配慮し、いやしくもこれらを不当に侵害することのないようにしなければならない」と定

められていることを踏まえ、このことを認識して自殺対策を推進していきます。  
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基本施策：全国的に実施することが望ましいとされている項目 

重点施策：「地域自殺実態プロファイル」等による地域の特性に応じた対策 

自殺対策における取り組みの中には、基本施策と重点施策が重複している事業がある 

 

誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現  

 

生きることの包括的な 

支援として推進する 

関連施策との有機的な連携を 

強化して総合的に取り組む 

対応の段階に応じてレベルごとの対策を 

効果的に連動させる 

実践と啓発を 

両輪として推進する 

行政、関係団体、民間団体、企業及び市民の

役割を明確化し、その連携・協働を推進する 
自殺者等の名誉及び生活の平穏に配慮する 

基本方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

勤務・経営者 

対策 

～セルフケアの

啓発とゲートキ

ーパー養成の

支援～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢者 

対策 

～相談支援及び

見守り・サロン

活動等による孤

立・孤独予防の

支援～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生活困窮者 

対策 

～支援窓口の

連携による包

括的な支援～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子ども・若者 

対策 

～いのちの教

育の推進と困

難を抱える若

者への支援体

制の整備～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

女性 

対策 

～各ライフステ

ージにおける

相談とケアの

支援～ 

重点施策 

基
本
施
策 

１ 地域におけるネットワークの強化 

２ 生きる支援の担い手の育成 

３ 市民への啓発と周知 

４ 児童生徒への「いのちの教育」 

５ 生きることの促進要因を増やす支援・生きることの阻害要因の減少につながる支援 
(1) こころの健康を保持するための支援  (2) 相談支援事業等 

(3) 居場所づくりの支援   (4) 自殺未遂者への支援 

(5) 遺された人への支援   (6) 生活を守ることにつながる支援 

(7) 悩みや困難に気づき相談先につなげる支援 (8) 生きがいづくりにつながる支援 

基本理念 
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自殺対策基本法で示されているように、本市における自殺対策が最終的に目指すものは、「誰も

自殺に追い込まれることのない社会」の実現であり、その目標を実現するためには、自殺対策を通

じて具体的な数値目標を定める必要があります。 

国は、自殺総合対策大綱において、当面の目標として、2026年までに自殺死亡率（2015年比）を

30％以上減少させ、13.0 以下とすることを目標としています。また、愛知県においても国と同様に

2026年までに自殺死亡率を 13.0以下とすることを目指しています。 

本市においては、国の自殺総合対策大綱の目標と本計画の計画期間を踏まえ、2027 年までに自殺

死亡率を 13.0以下とすることを当面の目標とします。 
 

自殺死亡率* 

現状値 目標値 

2022年 2027年 

安城市 13.7 13.0以下 

＊自殺死亡率：人口 10万人当たりの自殺者数 

厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」 
 
 

 

本計画では、計画の数値目標に加えて指標を設定し、進捗管理を行います。 

 

 現状値 

2023年度 

目標値 

2027年度 

健康であると感じている人の割合 

（市民アンケート） 
83.1％ 85.0％ 

ゲートキーパー養成研修の受講者数 
2,627人 

（2022年度） 
4,600 人 

『自分にはよいところがある』と思う

児童生徒の割合 

（愛知県を 100とした場合の指数） 

小学生 97 

中学生 101 

小学生 102 

中学生 100 

 

  



24 

第４章 自殺対策における取り組み 

本市では実施されている 191（延べ 236）の関連事業を５つの「基本施策」に分け分類しました。ま

た、本市の実態や課題を踏まえた「重点施策」と位置づけられる事業にもそれぞれに標記をしました。 

 

※重点：該当する重点施策 

勤：勤務・経営者対策、高：高齢者対策、生：生活困窮者対策、子：子ども・若者対策、女：女性対策 

※☆：重点施策に関わらず今期から加えられた施策 

※担当は組織順 

 

様々な事業を通じて、地域に展開しているネットワークと自殺対策とが連携して課題を解決する

ことが重要な取り組みとなることから、地域におけるネットワークの強化に引き続き取り組みます。 

また、複合的な課題を持つハイリスク者にも対応できるよう、関係課・関係機関との協働・連携

を推進します。 

 

事業 実施内容 重点 担当 

安城市総合教育会議 市長及び教育委員会が、本市の教育に関する目

標、課題等を共有し、連携して教育行政を推進す

るための会議を開催する。 

 
健幸=ＳＤＧｓ課 

安城市男女共同参画審

議会 

男女共同参画審議会において、人権尊重に関する

啓発や取り組みについて委員に周知を図る。 

女 市民協働課 

安城市虐待等防止地域

協議会 

（児童・障害・高齢・

ＤＶ） 

虐待等の問題について、地域住民及び関係機関と

連携し、虐待等の発生防止、虐待等を受けた者及

びその家族の適切な保護並びにこれらの者に対す

る支援体制について協議する。 

高/子/女 市民協働課 

障害福祉課 

高齢福祉課 

子育て支援課 

防犯啓発支援事業 

（暴力追放推進協議

会） 

暴力を排除し市民が安心して暮らすことができる

まちづくりを目指すため、暴力追放の啓発活動を

行う。 

 
市民安全課 

民生委員・児童委員協

議会 

地域住民の見守り、相談支援等、地域福祉の向上

のための会議を実施する。 

高/子 社会福祉課 

☆重層的支援体制整備

事業 

8050 問題やダブルケアなどの複合化した問題を抱

えた人に対して、属性や世代を問わない断わらな

い相談体制を整え、関係機関が連携して支援す

る。 

生 社会福祉課 

安城市自立支援協議会 地域の障害福祉に関するシステムづくりのため、

関係機関と協議する。 

 
障害福祉課 

地域ケア会議 各地区の実態に合わせ個別会議で課題を抽出し、

各中学校区の地区会議で課題の解決に取り組み、

地域ケア推進会議を核として多職種連携を図りつ

つ地域課題の解決を目指す。 

高 高齢福祉課 

☆高齢者の保健事業と

介護予防事業等の一体

的な実施 

健診や医療、介護に関するデータ分析により地域

の健康課題を把握し、高齢者に対する個別的支援

（ハイリスクアプローチ）と通いの場等への積極

的な関与等（ポピュレーションアプローチ）を行

う。 

高 国保年金課 

健康推進課 

高齢福祉課 
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事業 実施内容 重点 担当 

子育て支援ネットワー

ク会議 

市民が安心して子育てができるよう、地域におい

て子育て支援を行う関係団体の情報交換を行う。 

子 子育て支援課 

保健センター運営協議

会 

保健センターでの事業実績、今後の事業について

報告し、健康日本 21 安城計画、いのち支える安城

計画の進捗管理及び審議を実施する。 

 
健康推進課 

商工業者が組織する団

体との連携 

商工会議所と連携して、中小企業の支援を実施す

る。 

勤 商工課 

ふれあいネット推進事

業（連絡協議会） 

年２回実施する全体会で各校の取り組みの情報共

有等を行う。また、各校代表児童生徒によるふれ

あい会議を実施する。 

子 学校教育課 

安城市小中学校ＰＴＡ

連絡協議会 

市内小中学校ＰＴＡの情報交換、連絡調整を行

う。 

子 生涯学習課 

困難を抱える若者支援

事業 

関連組織や事業所の代表者や実務者に集まっても

らい、若者支援に関する報告や困難事例の検討な

どを行う。 

子 生涯学習課 

 

精神保健福祉推進協議

会 

協議会年１回。関係機関と情報共有、連携の強化

を図り、総合的に自殺対策を推進する。 

 
愛知県衣浦東部

保健所 

精神保健福祉関係機関

連絡会議 

連絡会議年３回。関係機関と情報共有、連携の強

化を図り、総合的に自殺対策を推進する。 

 
愛知県衣浦東部

保健所 

アルコール健康障害対

策地域推進会議 

会議年１回。関係機関と情報共有、連携の強化を

図り、アルコール健康障害対策を推進する。 

 
愛知県衣浦東部

保健所 

相談窓口ネットワーク

事業 

会議年１回。自殺対策に関わる相談支援機関と課

題を共有し、相談体制の充実と関係機関の連携体

制の構築を図る。 

 愛知県衣浦東部

保健所 

ひきこもり地域継続支

援ネットワーク事業 

ひきこもり状態にある本人及び家族を地域で継続

して支援するために、関係機関が相互に協力・連

携し、包括的な支援体制の構築を図る。 

 
愛知県衣浦東部

保健所 

難病対策地域協議会 協議会１回。難病に関する療養支援の充実、連携

強化を図る。 

 
愛知県衣浦東部

保健所 

母子保健推進事業 会議２回、事例検討会１回。管内市の母子保健事

業の充実を図る。 

女 愛知県衣浦東部

保健所 

 

 

 

悩みや生活上の困難を抱える人に対し「気づき」、支援に「つなぐ」ことができるよう、生きる

支援の担い手（ゲートキーパー等）を育成します。 

 

事業 実施内容 重点 担当 

市職員への研修 新規採用職員フォローアップ研修において、健康

推進課職員による『ゲートキーパーについて』の

講義を行い、本市の自殺の現状やゲートキーパー

の役割を伝える。 

 
人事課 

健康推進課 

☆ＬＧＢＴ職員研修会 職員向けＬＧＢＴ研修を実施し、基礎知識を習得

する。 

 市民協働課 

民生委員・児童委員へ

の研修 

民生委員・児童委員、主任児童委員に向けた、安

城市の現状やゲートキーパーの役割についての研

修を実施する。 

高/子 社会福祉課 

健康推進課 
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事業 実施内容 重点 担当 

ファミサポ連絡調整会

議構成メンバーへの研

修 

ファミサポ連絡調整会議構成メンバーに対し、ゲ

ートキーパー養成講座を実施する。 

女 子育て支援課 

健康推進課 

健康づくりサポーター

への研修 

健康づくりサポーターに対し、ゲートキーパー養

成講座を実施する。 

 
健康推進課 

まちかど講座（ゲート

キーパー養成講座） 

まちかど講座のメニューの１つとしてゲートキー

パー養成講座を実施する。 

勤/高 健康推進課 

困難を抱える若者支援

事業（再掲） 

不登校やひきこもりなどの困難を抱える若者の親

を対象とし、ＤＶＤ鑑賞や克服体験談などの学習

会を開催する。 

子 生涯学習課健康

推進課 

 

アルコール地域連携事

業 

支援者等のアルコール健康障害に関する対応力の

向上を図る。 

 
愛知県衣浦東部

保健所 

自殺対策人材育成研修

会 

一般医療機関向け研修会、相談窓口対応者向け相

談対応技術研修により相談支援者の技術の向上を

図る。 

 
愛知県衣浦東部

保健所 

自殺未遂者等対象事例

検討会 

事例検討会により関係機関と課題や対応方法を検

討し、よりよい支援につなげる。 

 
愛知県衣浦東部

保健所 

 

 

 

自殺に追い込まれるという危機は、「誰にでも起こり得る危機」であることから、危機に陥る前

に誰かに相談したり、助けを求めることが社会全体の共通認識となるよう、普及啓発を行います。

また、様々な媒体を活用して、生活の中で起こり得る問題に関する情報提供を行います。 

 

事業 実施内容 重点 担当 

男女共同参画情報誌の

発行 

男女共同参画について情報発信することで、市民

の理解と認識を深めるとともに、男女共同参画社

会の形成を図る。 

女 市民協働課 

ＤＶ防止啓発 ミニパンフレットをトイレに設置し、広報あんじ

ょうやデジタルサイネージにより啓発を行う。 

女 市民協働課 

男女共同参画セミナー 人権尊重に関するテーマのセミナーを開催し啓発

を行う。 

女 市民協働課 

☆男女共同参画リーフ

レット、ＬＧＢＴ啓発

パンフレット配布 

デートＤＶやＬＧＢＴに関する内容を掲載した男

女共同参画リーフレットを配布し啓発を行う。 

女 市民協働課 

 

☆男女共同参画週間イ

ベント、男女共同参画

月間イベント 

６月 23日～29日の男女共同参画週間、10月の男女

共同参画月間に合わせ、講演会等で人権尊重に関

するテーマのイベントを開催し啓発を行う。 

女 市民協働課 

☆エンパワーメント講

座 

女性のエンパワーメントを高める講座において、

資料の一つとして人権尊重に関する情報や相談先

の情報を掲載したリーフレットを配布することで

啓発を行う。 

女 市民協働課 

人権啓発講演会等 地域イベントを利用し、当該会場内での市民への

啓発活動を行うとともに、市内の児童生徒を対象

とした、学校内での人権教室・講演会等を開催す

る。 

子 市民安全課 

読書活動推進事業 図書情報館で自殺対策に関する資料の展示やパン

フレット等の配布を行う。 

 アンフォーレ課 
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事業 実施内容 重点 担当 

認知症サポーター養成

講座 

町内会や地域の集まり、学校、サロン等で認知症

サポーター養成講座を開催する。 

高 高齢福祉課 

地域子育て支援センタ

ー事業 

子育て支援センターの事業内容や子育てに関する

情報を、広報紙、市公式ウェブサイト等により広

く発信する。 

女 子育て支援課 

自殺予防週間や自殺対

策強化月間における情

報提供及び啓発 

９月 10日～16日の自殺予防週間、３月の自殺対策

強化月間に合わせ、ポスターや街頭キャンペーン

などで情報提供や啓発を行う。 

 
健康推進課 

こころの健康に関する

リーフレット作成 

自殺対策、相談先一覧のリーフレットを作成し配

布する。 

 
健康推進課 

講演会等 健康づくりの講座やイベント、講演会等でこころ

の健康について啓発する。 

 健康推進課 

思春期保健事業 学年や年齢に応じた健康教育を学校等と連携して

行う。講師派遣や物品貸出により、「性・生」に

関する正しい知識普及を図る。 

子 健康推進課 

ふれあいネット推進事

業（リーフレット作

成）（再掲） 

再掲 子 学校教育課 

公民館講座 市内にある各公民館で様々なテーマの講座を開催

する。 

高 生涯学習課 

 

自殺予防街頭啓発キャ

ンペーン 

自殺予防週間・自殺対策強化月間に合わせ、啓発

を行う。 

 
愛知県衣浦東部

保健所 

こころの健康啓発事業 保健所の窓口や行事に合わせてこころの健康に関

する啓発を行う。 

 
愛知県衣浦東部

保健所 
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児童生徒が、先生や保護者、それ以外の大人にも相談ができるよう、家庭・学校以外の居場所や

相談相手づくりを推進します。また、命の大切さの教育だけでなく、困難やストレスへの対処方法

などを身につけるための教育（ＳＯＳの出し方に関する教育）にも取り組みます。 

 

事業 実施内容 重点 担当 

思春期保健事業 

（再掲） 

再掲 子 健康推進課 

いのちの教育 気軽に相談できる雰囲気づくりや、良好な人間関

係づくりを核とした学級経営の実施に取り組む。 

子 学校教育課 

スクールカウンセラー

配置事業 

拠点校にスクールカウンセラーを配置し、全小中

学校を担当することで、悩みを抱えた児童生徒へ

の相談活動を実施する。 

子 学校教育課 

キャリア・スタート・

ウィーク事業 

職業調べや職場体験学習を通じて、児童生徒が生

きる力を身につけ、主体的に自己選択、自己決定

ができるように導く。 

子 学校教育課 

不登校児童生徒支援事

業 

つながりディレクター及びスクールソーシャルワ

ーカーによる訪問支援を実施する。 

子 学校教育課 

安城市いじめ問題対策

連絡協議会 

協議会年間１回、有識者による情報交換や事例検

討を実施する。 

子 学校教育課 

いじめアンケートの実

施 

各校で学期に１回以上実施し、いじめの早期発

見、早期対応に努める。 

子 学校教育課 
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地域で自殺を防ぐためには、生きることの阻害要因を減らすための取り組みだけでなく、生きる

ことの促進要因を増やすための取り組みを合わせて行うことが必要です。そのため、「生きること

の促進要因」を増やし、「生きることの阻害要因」を減らすという、双方の取り組みを通じて自殺

リスクを低下させる方向で、生きることの包括的な支援を推進します。 

 

自殺の直接的な要因では「うつ状態」が最も大きく、「こころの健康」を保持することは、自殺

を防ぐために重要な支援です。そのため、メンタルヘルスの保持やリスク者の早期発見を進めてい

きます。 

 

事業 実施内容 重点 担当 

子どもの学習・生活支

援事業 

貧困の連鎖を防止するため、生活困窮世帯の子ど

もを対象に学習の場を提供し、高校へ進学できる

よう、また、高校中退を防ぐための支援を行う。 

生/子 社会福祉課 

高齢者孤立防止事業 ひとり暮らし高齢者として登録した高齢者の単身

世帯に、見守りサービス等の高齢者福祉サービス

を提供する。 

高 高齢福祉課 

高齢者住宅等安心確保

事業 

県営住宅に設定されているシルバーハウジングの

入居者に対して支援員を派遣し、在宅生活を援助

する。 

高 高齢福祉課 

☆在宅医療介護連携推

進事業 

高齢者を地域で支えていくために専門職が協働

し、在宅医療・介護を切れ目なく提供できる体制

づくりを行う。 

高 高齢福祉課 

保護者支援事業 ペアワークやグループでの発表を通して子どもの

行動のとらえ方や関わり方を学ぶ。 

 
子ども発達支援

課 

学齢期支援事業 友達と関わることが苦手な子どもが集団生活のル

ールを学び、友達との関わり方を小集団で楽しく

練習する。 

子 子ども発達支援

課 

妊婦・産婦健康診査 健診を実施し、妊婦、産婦の心身の健康状態を確

認する。また、公費で実施することにより、妊

婦、産婦の経済的負担の軽減を図る。 

女 健康推進課 

乳幼児健康診査 健診を実施し、子どもの健やかな成長を保護者と

確認するとともに、育児における疑問や不安の軽

減を図る。 

 
健康推進課 

乳幼児健診事後フォロ

ー（発達心理相談等） 

発達の遅れ等の不安を解消し、必要時に早期療育

につなげる。 

 
健康推進課 

離乳食講習会 離乳食の知識を習得するよう実習、実演、講話を

行い、個別の相談や指導を行うことで、離乳食へ

の不安の軽減・解消を図る。 

 
健康推進課 

パパママ教室 妊婦とその夫が、妊娠・出産・育児・食生活につ

いて、正しい知識を身に付け、協力して子育てが

できるように実習、実演、講話を行う。 

女 健康推進課 

成人健康手帳交付 特定健診・保健指導等の記録、その他健康保持の

ために必要な事項を記載し、自らの健康管理に役

立てる。 

 
健康推進課 
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事業 実施内容 重点 担当 

☆がん患者アピアラン

スケア用品購入費補助

事業 

がん治療に伴う脱毛に対するウィッグ（かつら）

または外科的治療等による乳房の変形に対する補

正具の購入費に対して補助を行い、がん患者に精

神的、経済的負担の軽減を図る。 

 健康推進課 

☆若年がん患者在宅療

養支援事業 

若年のがん患者の在宅療養に要する費用の一部の

助成により、住み慣れた自宅などで自分らしく安

心して日常生活を送ることができるようにする。 

子 健康推進課 

労働講座 愛知県と共催で労務管理を中心とした講座を行

い、労使の適正な知識を養うとともに、労働環境

及び労働条件の向上を図る。 

勤 商工課 

教職員保健事業 教職員に対するストレスチェックを実施する。 勤 学校教育課 

学校図書館教育推進事

業 

全校に学校司書を配置し、居場所としての学校図

書館の充実を図る。 

子 学校教育課 

心身の健全育成のため

の部活動 

生徒の心身の健全育成のために、部活動の改善と

充実を図る。 

子 学校教育課 

いのちの教育（授業、

掲示物等）（再掲） 

道徳や学級活動等で命の教育の充実を図る。 子 学校教育課 

子育ち・親育ち広場運

営業務 

社会教育の観点から、家庭教育の推進、子育て支

援を図るため、子育ち・親育ち広場を開催する。 

子/女 生涯学習課 

地域の子ども会育成に

関する支援 

子ども会活動の推進を図るため、小学校区の各種

行事や各子ども会の活動に対し、補助金を交付す

る。月例理事会による情報共有のほか、ソフト・

フット大会や優秀者の顕彰を実施する。 

子 生涯学習課 

 

精神保健福祉家族教室 教室年２回。当事者を抱える家族を対象に家族交

流会や講演会を行う。 

 愛知県衣浦東部

保健所 
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自殺の要因は、健康問題や経済・生活問題、家庭問題など多岐にわたり、またその問題が複合化、

複雑化しています。そのため、様々な悩みや問題を抱えている人の相談に応じて、必要に応じて専

門家による支援につなげます。また、相談窓口等の周知もあらゆる機会で進めていきます。 

 

事業 実施内容 重点 担当 

犯罪被害者支援に関す

る事業 

犯罪被害者等基本法の基本理念に基づく、犯罪被

害者等（本人・家族・遺族）の権利利益の保護、

被害の回復及び生活再建に向けた支援を行う。 

 
市民安全課 

市民相談支援事業 市民相談員による日常生活上の困りごと・悩みご

と相談（市民相談）及び弁護士等の専門家による

各種無料相談（特別相談）を実施する。 

女 市民安全課 

生活困窮者自立支援事

業 

経済的に困窮した者からの福祉相談に対応し、就

労をはじめとした自立に向けて、必要な情報提供

や助言を行うとともに、相談者の状況に応じた支

援を行う。 

生 社会福祉課 

生活保護事業 困窮の状況を確認し、資産の活用等を行ってもな

お生活に困窮する場合は生活保護の申請を適切に

行う。 

生 社会福祉課 

☆重層的支援体制整備

事業（再掲） 

再掲 生 社会福祉課 

障害者相談員による相

談業務（身体・知的障

害者相談員） 

障害者相談員を配置し、障害のある人の更生援助

の相談に応じ、必要な助言、指導を行う。 

 
障害福祉課 

精神保健福祉相談の実

施 

精神相談員を配置し、精神障害に関する相談に応

じる。 

 
障害福祉課 

障害者相談支援事業 基幹相談支援センターである社会福祉協議会が、

当該者からの相談に応じる。 

生 障害福祉課 

地域包括支援センター

運営事業 

高齢者が住み慣れた地域で安心して過ごすことが

できるように、包括的・継続的支援を行う地域包

括ケアの実現を目指し、総合的相談業務などの包

括的支援事業を実施する。 

高 高齢福祉課 

地域子育て支援センタ

ー事業（利用者支援事

業）（再掲） 

子ども及びその保護者等が、教育・保育施設や地

域の子育て支援事業等を円滑に利用できるよう、

身近な場所において、当事者目線の寄り添い型の

支援を実施する。 

女 子育て支援課 

母子家庭等自立事業 自立支援教育訓練給付金・高等職業訓練給付金・

高卒認定試験受講終了等給付金等、経済的に自立

するため資格取得することを目的としている方の

事前相談として窓口・電話対応を行う。 

女 子育て支援課 

母子生活支援施設入所

事業 

ＤＶ、経済困窮などにより施設入所が必要となる

母子世帯を入所させて保護するとともに、自立促

進のための支援を行う。 

生/女 子育て支援課 

家庭児童相談事業 家庭児童相談員等の専門職を中心に、家庭におけ

る適正な児童養育、その他家庭児童の福祉の向上

を図るための相談、指導を行う。 

生/女 子育て支援課 

養育支援訪問事業 養育支援を特に必要とする家庭に対し、保健師、

保育士、訪問介護員等がその居宅を訪問し、養育

に関する助言指導及び家事支援を行う。 

女 子育て支援課 

健康推進課 

発達相談 発達に心配や遅れのある子どもに関する相談を受

け、臨床心理士や言語聴覚士が必要なアドバイス

や支援を行う。 

 
子ども発達支援

課 
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事業 実施内容 重点 担当 

就学相談 社会教育指導員、臨床心理士が小学校就学に心配

のある保護者の相談を行い、就学先についての助

言や学校生活に対応できるよう支援する。 

 
子ども発達支援

課 

障害児相談支援事業 相談支援専門員が、発達に遅れや障害のある児童

の福祉サービス等利用のための相談や計画作成を

行う。 

 
子ども発達支援

課 

子育て相談 保護者の子育てに対する相談に応じ、助言をし、

相談者を支えながら、必要に応じて専門機関につ

なげる。 

女 保育課 

母子健康手帳交付及び

妊婦指導 

妊娠・出産・育児に関する一貫した健康記録のた

めの母子健康手帳を交付するとともに、妊娠・出

産・育児に関する行政情報・保健・育児の情報を

提供する。 

女 健康推進課 

母子訪問指導 赤ちゃん訪問・妊産婦・乳幼児・未熟児等の訪問

指導を行うことにより不安の軽減や解消を図る。 

女 健康推進課 

保健相談事業 心身ともに健康的に生活できるよう、健康に関す

る不安等の相談に応じる。 

女 健康推進課 

☆産後ケア事業 産科医療機関、助産所にて、産後の母親へ休養の

機会を提供し、心身のケアや育児のサポートを実

施する。 

女 健康推進課 

☆出産・子育て応援交

付金 

妊娠期から出産・子育てまで一貫した相談支援を

行うとともに、交付金を支給し、妊娠期・子育て

期の経済的負担の軽減を図る。 

女 健康推進課 

☆低所得妊婦初回産科

受診料支援事業 

低所得妊婦の初回産科受診料を助成し、経済的負

担の軽減、妊婦の継続的支援を行う。 

生 健康推進課 

☆家族のためのホッと

相談 

家族のことで過度のストレスを抱える前に相談で

きるよう、臨床心理士・公認心理師による相談を

実施し、相談者のこころの負担の軽減を図るとと

もに、問題解決に必要な機関を紹介する。 

 健康推進課 

☆乳幼児相談 乳幼児期の育児上の心配について、個々のケース

に応じた保健指導を行う。 

 健康推進課 

☆発達心理相談 １歳６か月児健診や３歳児健診にて発達フォロー

が必要と判断された幼児や、親から相談のあった

幼児の精神発達面の個別相談を行う。 

 健康推進課 

☆思春期保健相談 思春期における身体の悩みや不安を解消し、ま

た、性に対する正しい知識の情報提供を行う。 

子 健康推進課 

☆栄養相談 生活習慣病予防のため、生活習慣改善の支援と食

生活の指導を行う。 

 健康推進課 

☆健康測定会 健康に関する啓発と合わせて、多くの市民が集ま

る場所などで健康測定会を実施する。 

勤 健康推進課 

☆まちの健康おくすり

屋さん事業 

薬剤師会所属の薬局を「まちの健康おくすり屋さ

ん」として登録し、各種健康相談や健康チェック

など、市民の健康づくり活動を応援する健康ステ

ーションとして機能させる。 

 健康推進課 

消費生活相談事業 悪質商法や商品・サービスに関するトラブルなど

消費生活に関する苦情・問い合わせや多重債務な

どの相談受け付ける。 

生/高 商工課 

弁護士消費生活相談事

業 

上記消費生活相談を受けた人を対象として、消費

生活センターの相談員同席のもと、弁護士による

相談を受け付ける。 

生/高 商工課 

雇用対策定着事業 

（地域職業相談室） 

地域職業相談室をハローワークと共同運営し、就

労支援を行う。 

勤 商工課 



33 

事業 実施内容 重点 担当 

教育センター教育相談

事業 

児童生徒や保護者、教職員に対して、電話相談や

来所相談、訪問相談を実施する。 

子 学校教育課 

スクールカウンセラー

配置事業（再掲） 

再掲 子 学校教育課 

困難を抱える若者支援

事業（再掲） 

困難を抱える若者（15～39 歳）やその家族の相談

を受ける。また、相談者の「居場所づくり」を開

催する。 

子 生涯学習課 

成年後見支援事業 認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力

の不十分な人の権利を守るため、低所得で身寄り

のない人などの後見人等を法人として受任し、財

産の管理や身上保護などを行う。また、市から中

核機関事業を受託し、成年後見制度の普及啓発や

相談支援を行う。 

高 社会福祉協議会 

日常生活自立支援事業 日常生活に不安を抱える認知症高齢者、知的障害

のある人、精神障害のある人を対象に、専門員が

相談に応じ、契約を締結した上で支援計画を作成

し、福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理

などを行う。 

高/生 社会福祉協議会 

善意銀行貸付事業 生活困窮者に対して、貸付事業（生活福祉資金貸

付事業を含む）をはじめ、食料支援事業や生活物

品貸出事業を活用して、必要な支援をする。  

生 社会福祉協議会 

生活福祉資金貸付事業 愛知県社会福祉協議会が行う生活福祉資金貸付事

業（離職者、低所得者、障害のある人、高齢者等

への生活資金の貸付）及び臨時特例つなぎ資金貸

付事業（住居をなくした離職者への当座の生活費

の貸付）の案内、相談、申請受付を行う。 

生 社会福祉協議会 

居宅介護支援事業 介護保険を利用する人に対して、介護支援計画を

作成し、介護サービスの利用に関する相談支援を

行う。 

高 社会福祉協議会 

心配ごと相談 身近な悩みごとや、困りごとの相談に応じ、市民

の社会生活を援助する。 

 社会福祉協議会 

 

メンタルヘルス・ここ

ろの健康相談 

電話・面接・訪問等によりこころの健康相談に対

応し、早期介入や専門的治療につなげる。 

 
愛知県衣浦東部

保健所 

アルコール専門相談 面接等によりアルコール健康障害に関する相談に

医師、断酒会会員とともに対応し、早期介入や専

門的治療につなげる。 

 
愛知県衣浦東部

保健所 

こころの健康医師相談 面接等によりこころの健康相談に医師が対応し、

早期介入や専門的治療につなげる。 

 
愛知県衣浦東部

保健所 

エイズ・性感染症相談 電話・面接等によりエイズ・性感染症に関する相

談に対応する。 

 
愛知県衣浦東部

保健所 

小児慢性特定疾病児童

等自立支援事業 

療育相談、ピアカウンセリング 
 

愛知県衣浦東部

保健所 
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「孤立感・孤独感」や「無価値観」は、希死念慮に影響を与えるといわれています。「自分はこ

こにいていい」という存在価値や安心できる居場所があることは、生きることの促進要因の１つで

す。そのため、安心して過ごすことのできる「居場所」を提供します。 

 

事業 実施内容 重点 担当 

ふれあい喫茶「わくわ

く」 

地域住民や市民が交流できる場として、市民活動

センターの一部を活用する。 

高 市民協働課 

子どもの学習・生活支

援事業（再掲） 

再掲 生/子 社会福祉課 

地域活動支援センター

事業 

主に精神障害者に対し、コミュニティの場の提供

を行う。 

 
障害福祉課 

老人クラブ活動支援事

業 

市内で活動する老人クラブの活動を支援する。 高 高齢福祉課 

つどいの広場事業 ＮＰＯ法人に委託し、地域において子育て親子の

交流等を促進する子育て支援拠点を設置する。 

子 子育て支援課 

地域子育て支援センタ

ー事業（再掲） 

家庭や地域における子育て機能の低下や子育て中

の親の孤独感や不安感の増大等に対応するため、

地域において子育て親子の交流等を促進する子育

て支援拠点を設置する。 

女 子育て支援課 

児童センター事業 18 歳未満のすべての子どもを対象とし、地域にお

ける遊び及び生活の援助と子育て支援を行い、子

どもの心身を育成し情操をゆたかにすることを目

的とする施設を設置運営する。 

子 子育て支援課 

教育センター教育相談

事業（ふれあい学級） 

（再掲） 

不登校児童生徒を対象にしたふれあい学級（適応

指導教室）にて、自立を援助する学習・生活指導

等を実施する。 

子 学校教育課 

介護者のつどい 介護中の方や介護に関心のある方に対し、参加者

同士の交流や、介護に関するミニ講座・情報提

供・リフレッシュなどを目的とした介護者のつど

いを開催する。（地域福祉課） 

在宅で要介護または要支援者を介護している人を

対象に、介護者の慰労と当事者同士の交流を図る

ことを目的に日帰りバス旅行を開催する。（総務

課事業係） 

高 社会福祉協議会 

身近な地域における居

場所づくりの支援 

町内福祉委員会やボランティア団体が主催する地

域でのサロン活動に対して、方法や資金計画など

の相談支援を行う。 

高 社会福祉協議会 
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自殺未遂者は、その後の自殺の危険性が高く、再度の自殺企図を防ぐことが重要です。そのため、

愛知県や保健所と協働して取り組みを進めます。 

 

事業 実施内容 重点 担当 

相談窓口ネットワーク

事業（再掲） 

再掲 
 

愛知県衣浦東部

保健所 

自殺未遂者対象事例検

討会（再掲） 

再掲 
 

愛知県衣浦東部

保健所 

 

 

 

自殺によって身近な人を亡くした人は、精神面、身体面、生活面など様々な影響を受けます。そ

のため、残された人を支えるための取り組みを愛知県や保健所と連携して進めます。 

 

事業 実施内容 重点 担当 

メンタルヘルス・ここ

ろの健康相談（再掲） 

再掲 
 

愛知県衣浦東部

保健所 
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自殺の原因で、経済状況に影響を受けやすい「経済・生活問題」は、生活上の困難感を減少させ

ることが重要です。サービスや支援事業といった社会的な働きかけを行い、安全安心な生活を送る

ことができるよう支援します。 

 

事業 実施内容 重点 担当 

☆防災減災推進事業 広報誌やアプリによる情報配信、防災講座や防災

イベント等による啓発活動等を通じて、防災減災

を推進する。 

 危機管理課 

生活保護事業（再掲） 再掲 生 社会福祉課 

法外援護事業 行旅人に対し、切符代として 500 円を支給する。 生 社会福祉課 

中国残留邦人等生活支

援事業 

「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住

帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の

支援に関する法律」に基づき中国残留邦人等の支

援を行う。 

生 社会福祉課 

住居確保給付金 失業や収入の減少により経済的に困窮し、住居を

失う恐れのある人に対して、家賃相当分の住居確

保給付金を支給することにより、住居及び就労の

確保に向けた支援を行う。 

生 社会福祉課 

一時生活支援事業 住居を失った生活困窮者に対して、一時的な宿泊

場所や食事を提供する。 

生 社会福祉課 

就労準備支援事業 就労や就職活動に不安を抱える生活困窮者に対し

て、就労に必要な基礎能力を養う訓練を行うな

ど、就労に向けた支援や就労機会の提供を行う。 

生 社会福祉課 

家計改善支援事業 生活困窮者からの家計問題の相談に応じ、必要な

情報提供を行うとともに、支出の節約など家計に

関する指導・助言を行う。 

生 社会福祉課 

障害者扶助料の支給に

関する事務 

障害者手帳所持者に対して等級に応じて手当の支

給を行う。 

 
障害福祉課 

障害者の意思決定支援 本人に判断能力がなく、親族による成年後見制度

の申立てが期待できない場合、市長が代わりに申

立てを行う。 

生 障害福祉課 

障害者手帳の交付に関

する事務 

障害に応じて障害者手帳の交付申請に関する事務

を行う。 

 
障害福祉課 

障害福祉サービス等の

支給決定に関する事務 

当該者が必要な障害福祉サービスを適切に受けら

れるように、支給決定を行う。 

 障害福祉課 

障害者相談支援事業 

（再掲） 

再掲 生 障害福祉課 

介護保険サービス 介護や支援が必要な人に対し、要介護認定を行

い、介護保険サービスを提供する。 

高 高齢福祉課 

高齢者福祉サービス 希望すれば、住み慣れた自宅でいつまでも住み続

けられるように高齢者福祉サービスを提供する。 

高 高齢福祉課 

国民健康保険給付・課

税事務 

所得に応じた国民健康保険税の軽減措置や、保険

税の納付が困難である方に対する減免を行う。 

生 国保年金課 

後期高齢者医療保険料

徴収事務 

所得に応じた後期高齢者医療保険料の軽減措置

や、保険料の納付が困難である方に対する減免を

行う。 

高/生 国保年金課 

母子・父子家庭医療助

成事業 

母子・父子家庭に対して、医療費の助成を行う。 生 国保年金課 

国民年金事務 国民年金保険料の納付ができない方に対して、免

除もしくは猶予を行う。 

生 国保年金課 
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事業 実施内容 重点 担当 

子育て短期支援事業 保護者が疾病、出産及び冠婚葬祭等の事由によ

り、家庭における児童の養育が一時的に困難とな

った場合等に、児童福祉施設等において一定の期

間養育等する。 

生 子育て支援課 

児童扶養手当事務 ひとり親家庭等の生活安定と児童の健やかな成長

のため、支給を行う。 

生 子育て支援課 

安城市遺児手当支給事

務 

ひとり親家庭等の生活安定と児童の健やかな成長

のため、支給を行う。 

生 子育て支援課 

母子父子寡婦福祉資金

貸付事業 

愛知県の母子父子寡婦福祉資金貸付事業の窓口と

して、経済的に自立し安定した生活を送るため

の、必要な資金貸付の事前相談として、窓口・電

話対応を行う。 

生/女 子育て支援課 

障害児相談支援事業 

（再掲） 

再掲 
 

子ども発達支援

課 

不妊治療支援事業 子どもを授かりたいと願う夫婦（事実婚を含む）

の治療に関わる費用を助成し、経済的な支援をす

る。 

女 健康推進課 

☆低所得妊婦初回産科

受診料支援事業 

（再掲） 

再掲 生 健康推進課 

☆出産・子育て応援交

付金（再掲） 

再掲 女 健康推進課 

☆若年がん患者在宅療

養支援事業（再掲） 

再掲 子 健康推進課 

商工業資金融資事業 金融機関への預託により、小規模事業者や商工団

体の事業資金の調達手段を確保するとともに、信

用保証料補助や起業者に対する利子補給により、

事業資金調達の負担軽減を図る。 

勤 商工課 

公害防止事業（苦情相

談に関する取り組み） 

住民から公害・環境に関する苦情や相談を受け付

けるとともに、問題の早期解決を図る。 

 環境都市推進課 

市営住宅建設事業 老朽化した市営住宅の建替を行う。  建築課 

奨学金支給事業 能力があるにもかかわらず、経済的理由により高

等学校（定時制の課程及び通信制の課程を含

む。）または、中等教育学校の後期課程の修学が

困難な方に奨学金を支給する。 

生/子 総務課 

特別支援教育就学奨励

事業 

特別支援学級等に通う児童生徒に係る学用品等の

補助を実施する。 

子 学校教育課 

要保護及び準要保護児

童生徒就学援助事業 

生活困窮家庭の児童生徒に係る学用品等の補助を

実施する。 

生/子 学校教育課 

成年後見支援事業 

（再掲） 

再掲 高 社会福祉協議会 

善意銀行貸付事業 

（再掲） 

再掲 生 社会福祉協議会 

生活福祉資金貸付事業 

（再掲） 

再掲 生 社会福祉協議会 

 

小児慢性特定疾病医療

費助成 

小児期に小児がんなどの特定の疾病に罹患し、長

期間の療養を必要とする児童に対し指定した指定

医療機関において受けた医療費の自己負担分の一

部の助成を行う。 

子 愛知県衣浦東部

保健所 
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事業 実施内容 重点 担当 

指定難病特定医療費助

成 

指定難病の患者に対し、指定した医療機関におい

て受けた医療費の自己負担額の一部の助成を行

う。 

 
愛知県衣浦東部

保健所 

 

悩みを抱えていながらも相談をするなどのＳＯＳを出すことができない人もいます。そのため、

市民と関わる事業において、「生きることの阻害要因」の把握に努めます。また、必要時に関係機

関や相談支援につなげます。 

 

事業 実施内容 重点 担当 

交通安全教育推進事業 

（交通指導員、交通安

全リーダー） 

小学生の登下校時に立哨活動を行う（交通指導

員）。また、交通事故死ゼロの日に地域の交差点

で立哨活動を行う（交通安全リーダー）。 

子 市民安全課 

防犯啓発支援事業 

（安城市防犯ボランテ

ィアリーダー、地域安

全パトロール隊） 

（再掲） 

防犯キャンペーン時や地域の安全パトロール時に

防犯の啓発活動を行う。 

 
市民安全課 

社会を明るくする運動

事業 

保護司会や更生保護女性会、協力雇用主会などの

更生保護ボランティアの活動に対する支援を実施

する。 

 
社会福祉課 

障害者社会参加促進事

業 

障害のある人の社会参加の促進、健康増進や教養

を高めるため、ウォークラリーや残存機能訓練等

を実施する。 

 障害福祉課 

障害者就労支援事業 就労相談員を配置し、障害のある人の就労に関す

る相談に応じる。 

 障害福祉課 

障害者虐待の対応 障害のある人の虐待に関する相談・通報に対応す

る。 

 障害福祉課 

手話奉仕員養成事業 手話奉仕員の養成を目的とした講座を実施する。  障害福祉課 

手話通訳者等派遣事業 医療機関にかかるときや社会生活を送る上で、必

要な場合に手話通訳者を派遣する。 

 障害福祉課 

精神障害者社会復帰教

室事業 

精神障害のある人とその家族を対象として、お互

いにコミュニケーションを図ることができるよう

に、ふれあいの場を設ける。 

 障害福祉課 

身体障害者訪問理容サ

ービス事業 

理髪店に通うことが困難な障害のある人に対し

て、自宅を訪問し、散髪を行う。 

 障害福祉課 

老人保護措置事業 環境上及び経済的な理由により居宅での生活が困

難な高齢者を老人ホームに措置入所する。 

高 高齢福祉課 

認知症施策推進事業 

（家族支援事業・若年

性認知症のつどい等） 

認知症の容態に応じ適切な医療や介護、生活支援

などのサービスが提供できる体制を整備する。 

高 高齢福祉課 

ねたきり高齢者等支援

事業 

ねたきり高齢者を在宅で介護する方に手当を支給

するとともにオムツの購入費を助成する。 

高 高齢福祉課 

高齢者孤立防止事業

（再掲） 

再掲 高 高齢福祉課 

健康診査事業（成人） 健診の受診により、自分の身体を見直すきっかけ

とし、必要時相談先につなぐ。 

 
国保年金課 

健康推進課 

☆高齢者の保健事業と

介護予防事業等の一体

的な実施（再掲） 

再掲 高 国保年金課 

健康推進課 

高齢福祉課 
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事業 実施内容 重点 担当 

児童クラブ事業 就業等により昼間保護者のいない家庭の児童を放

課後及び長期休業中に児童クラブで保育する。 

子 子育て支援課 

ファミリー・サポー

ト・センター事業 

乳幼児や児童を子育て中の労働者や主婦等を会員

として、乳幼児や児童の預かりの援助を受けたい

者と当該援助を行いたい者との相互援助活動に関

する連絡、調整を行うことにより、地域における

育児の相互援助活動を推進するとともに、病児・

病後児の預かり、早朝・夜間等の緊急時の預かり

や、ひとり親家庭等の支援など多様なニーズへの

対応を図る。 

子/女 子育て支援課 

母子生活支援施設入所

事業（再掲） 

再掲 生/女 子育て支援課 

母子・父子自立支援員

設置事業 

ひとり親家庭等の相談に応じ、その自立に必要な

情報提供及び助言、職業能力の向上及び求職活動

に関する支援を行い、生活の安定、児童の福祉の

増進を図るため、母子・父子自立支援員を配置す

る。 

女 子育て支援課 

ひとり親家庭等日常生

活支援事業 

母子家庭、父子家庭及び寡婦の方が一時的に日常

生活を営むのに支障が出る場合に、家庭生活支援

員を派遣して、家事援助等を行う。 

女 子育て支援課 

発達相談（再掲） 再掲  子ども発達支援

課 

就学相談（再掲） 再掲  子ども発達支援

課 

子育て相談（再掲） 再掲 女 保育課 

休日夜間急病診療所事

業 

一次救急医療機関として疾病による体調不良者の

対応を行うとともに、必要時には相談に応じる専

門医等を紹介する。 

 健康推進課 

乳幼児未受診対策事業 乳幼児健診に連絡なく受診しなかった児に対し

て、受診勧奨を実施する。健診受診を促すだけで

なく、必要時には相談に応じる。 

 健康推進課 

保健相談事業（再掲） 再掲 女 健康推進課 

☆家族のためのホッと

相談（再掲） 

再掲  健康推進課 

☆育児相談（再掲） 再掲  健康推進課 

☆発達心理相談 

（再掲） 

再掲  健康推進課 

☆思春期保健相談 

（再掲） 

再掲 子 健康推進課 

☆栄養相談（再掲） 再掲  健康推進課 

☆健康測定会（再掲） 再掲 勤 健康推進課 

☆まちの健康おくすり

屋さん事業（再掲） 

再掲  健康推進課 

消費相談事業（再掲） 安城市消費者安全確保地域協議会において、年２

回程度事例紹介などを行い、関係機関との情報共

有と連携を図る。 

高 商工課 

中小企業ビジネス支援

事業 

経営力向上と創業促進により地域経済活性化を図

るため、安城ビジネスコンシェルジュを運営する

とともに、事業者の現状把握と今後の課題解決を

支援するため、コーディネーターによる事業者支

援を実施する。 

勤 商工課 
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事業 実施内容 重点 担当 

市営住宅管理事業 入居相談や家賃滞納整理の際に悩みや困難を聞き

取り、相談先につなげる。 

生 建築課 

滞納原因の把握 水道料金滞納原因を聞き取り、就業活動支援や生

活保護制度等、適切な窓口を紹介する。 

生 水道業務課 

心身の健全育成のため

の部活動（再掲） 

再掲 子 学校教育課 

教職員保健事業 

（再掲） 

再掲 勤 学校教育課 

スクールアシスタント

事業 

支援を必要としている児童生徒の教育活動の充実

を図るため、教員の補助として活動する。 

子 学校教育課 

税・料金等の滞納整理

に関する事務 

滞納整理時等に生活状況等の確認をし、関連各課

と情報を共有し、納付が困難な世帯には生活の実

態に応じた方法で納付いただけるように個別に相

談を行う。 

生 納税課 

高齢福祉課 

国保年金課 

保育課 

建築課 

下水道 

水道業務課 

 

衛生管理講習会 

（理美容師組合からの

依頼事業） 

依頼により衛生管理講習会にてゲートキーパー研

修を実施する。 

 愛知県衣浦東部

保健所 
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生きがいを持つことは「生きることの促進要因」の１つです。そのため、充実した生活を送るこ

とができるよう、生きがいを持つことができるようきっかけづくりを進めます。 

 

事業 実施内容 重点 担当 

読書活動推進事業 

（再掲） 

おはなし会の実施等で図書館及び図書館資料の利

用を促す。 

 アンフォーレ課 

障害者社会参加促進事

業（再掲） 

再掲  障害福祉課 

障害者生きがいづくり

事業 

障害のある人が生きがいづくりができるよう、社

会参加支援事業（講座型）を実施する。 

 
障害福祉課 

シルバー人材センター

支援事業 

シルバー人材センターを支援し、高齢者が働くこ

とを通じて生きがいを得るきっかけをつくる。 

高 高齢福祉課 

高齢者社会参加促進事

業 

75 歳以上の高齢者にあんくるバスの無料乗車証を

発行し、高齢者の外出を促す。 

高 高齢福祉課 

地域リハビリテーショ

ン活動支援事業 

リハビリ専門職が地域包括支援センター、生活支

援コーディネーター等と連携し、介護予防に資す

る地域活動の場等へ出向き、地域活動の担い手で

ある住民へ介護予防に関する技術的支援を行う。 

高 高齢福祉課 

健康づくりサポーター

への支援（再掲） 

再掲  健康推進課 

健康づくりきっかけ教

室 

健康づくりを始めるきっかけになる運動や栄養な

どの講座を開催する。 

 健康推進課 

☆あんじょう健康マイ

レージ 

健康づくりを実践することで健康マイレージ（ポ

イント）が貯まり、100ポイント貯めると「あいち

健康づくり応援カード（まいか）」の交付を受け

られ、さらに 100 ポイント毎に賞品の当たる抽選

に応募できる。 

 健康推進課 

食を通じた交流の促進 親子や三世代で楽しめる料理教室の開催支援。 子 農務課 

「農」を楽しむ人づく

り 

野菜づくり（農業体験）を通じて「農」を知り、

シニア層が農業で活躍しやりがいを実感できる場

を提供する。 

また、家族や地域とのコミュニケーションづくり

の場を提供する。 

高 農務課 

自転車利用促進事業 自転車の利用促進をするため、子ども自転車教室

や自転車イベントの開催、広報あんじょうや市公

式ウェブサイトでの意識啓発を行う。 

子 都市計画課 

公民館講座（再掲） 再掲 高 生涯学習課 

ホームチームサポータ

ー事業 

安城市と地元企業スポーツチーム（ホームチー

ム）であるデンソーブライトペガサス、アイシン

ウィングス、ＧＴＲニッセイの相互が協力関係を

強化し、様々なイベント等を実施していく。 

 
スポーツ課 
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一般社団法人いのち支える自殺対策推進センターの地域自殺実態プロファイルでは、本市におけ

る自殺のハイリスク群として「勤務・経営者」、「高齢者」、「生活困窮者」、「子ども・若者」の４つ

があげられており、これらのハイリスク群に対する取り組みを示します。また、自殺総合対策大綱

や第４期愛知県自殺対策推進計画でも強化が進められている「女性」も重点的に取り組む対象とし

ます。 

 

 

勤務環境、労働環境は多様化しており、それに対応できるよう、行政や関係機関等が役割を担い、

かつ連携を図り、地域での周知、啓発等を行うことが望まれます。 

市内の企業と連携をし、勤務者への支援を進めます。 

 

 

地域包括ケアシステムと連携し、「地域住民による高齢者の見守り支援体制」「地域の課題を自ら

解決するマネジメント体制」等を構築することで、高齢者の孤独・孤立を防ぎます。また、居場所

づくりや生きがいづくりを進めることで、高齢者自らも「生きることの促進要因」を持つことがで

きるよう支援します。 

 

 

生活困窮者は様々な問題を複合的に抱えていることが多いことから、包括的に支援していきます。

さらに、生活困窮に陥っている人の中には、様々な問題を抱え、自らＳＯＳを発することが難しい

場合も多いと考えられます。このため、支援を必要とする人に相談窓口や支援制度に関する情報が

届くよう周知を図るとともに行政、関係機関・団体等が連携を図りながら支援します。 

 

 

学校等と連携し、子ども・若者への自殺対策を進めていきます。子どもへの対策は将来の青年

期・壮年期、さらに高齢期の自殺対策にもつながると考えます。 

ありのままの自分を受け入れられる気持ちを育てられるよう、地域ぐるみで子どもたちの成長を

見守る環境づくりに努めていきます。 

また、育児不安解消のための支援をするなど、子どもに関わる大人への支援も進めていきます。 

 

 

非正規雇用の問題やＤＶ問題、周産期におけるこころの健康など、女性特有の課題があることか

ら、様々な関係機関と連携して、女性への自殺対策を強化していきます。 

また、妊娠期や産後、子育て中の親に対しての孤独・孤立を防ぐ支援を進めていきます。 
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第５章 計画の推進 

 

庁内の各部署が連携し、自殺対策を全庁横断的に推進することができるよう、関係部局が幅広く

参画する協議会において、計画を推進します。 

 

 

各事業の進捗状況の管理については、毎年度関連施策の実施状況等を把握し、それに基づく進捗

状況等を外部委員組織である「安城市保健センター運営協議会」において審議、評価します。 

計画の最終年度である 2028年度に最終評価を行い、設定した数値目標及び指標の達成状況等を把

握し、次に目指すべき方向性を見出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜推進体制イメージ＞ 

計画の策定、

見直し

具体的な

施策の展開

施策の

進捗評価

改善の検討

          

安城市保健センター運営協議会 
（行政、関係機関、民間団体等） 

庁内関係部局による協議会 

連携 

市民、 

関係団体、 

企業・事業所等 
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地域の関係団体・機関と適切な役割分担のもと連携を強化し、地域ぐるみで自殺対策の推進を図

ります。 

 

【市の役割】 

本自殺対策計画を策定し、総合的かつ効果的に自殺対策を推進します。 

市民へのこころの健康づくりや自殺問題に対する正しい理解のための周知啓発活動や、ゲートキ

ーパー養成などの研修の機会を確保し、人材育成に努めます。また、関係機関、民間団体、企業等

の関係者と連携し、生きることの包括的な取り組みを進めます。 

 

【関係団体・民間団体の役割】 

保健、医療、福祉、教育など、様々な分野の関係団体及び、活動内容が自殺対策に寄与し得る民

間団体等は、それぞれの専門的な立場から支援すると同時に、必要に応じて様々な関係機関との連

携を行います。 

自殺対策に関し、それぞれの活動内容に応じて、相互に情報交換を行いながら、地域ぐるみで自

殺対策に取り組みます。 

 

【企業の役割】 

企業・事業所の健康経営に努め、従業員等の心身の健康づくりに努めます。また、働き方改革や

働きやすい環境づくりをし、仕事と生活の調和を図ります。 

 

【市民の役割】 

自殺に追い込まれるという危機は「誰にでも起こり得る危機」であるといった基本認識を理解し、

自殺の現状の把握や、生きることの包括的な支援としての自殺対策の重要性に対する理解と関心を

深めます。 

また、一人ひとりが心身の健康づくりに取り組み、危機に陥ったときはＳＯＳを出すなどの行動

をとることができるよう努めます。また、市民の誰もがゲートキーパーの一人であるという認識を

持ち、身近な人の悩みに気づき、適切に対処します。 


